
平成２５年度 情報モラルに関する啓発リーフレット（解説） 

「その一言が世界に広がる」 

～スマホ・通信型ゲーム機は世界への入口～  

岐阜県教育委員会 

教 育 研 修 課 

１．はじめに 

 現在、インターネットに接続し、様々なアプリが使用できたり、動画を閲覧したりできる機能は、

スマートフォンの他、通信型ゲーム機ももっています。また、携帯型音楽プレーヤーの中には、ス

マートフォンとほぼ同じ機能を有する機種もあります。もちろん急激に普及しているタブレットも

簡単にインターネットに接続できます。正しく使用すればとても便利なインターネットですが、機

器操作も簡単になってきているため、写真や言葉を掲載する際に、誰もが見ることができるという

意識が働かず、迷惑行為や違法行為を簡単に発信している状況があり、社会問題として取り上げら

れています。 

こうしたネット社会の状況の中、児童生徒が通信機器を所持する割合が高くなってきていること

から、ネット上で被害者・加害者になる可能性が今まで以上に高まっています。そのため、小学校

低学年からの計画的・継続的な情報モラル教育が必要となっています。そして、保護者への啓発も

重要になってきています。児童生徒がトラブルに巻き込まれず、安全に利用できるようにするため

の資料として活用してください。 

 

２．ポイント解説 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 歩きながら操作する危険性。様々な事故が多発して
いる。また、自転車に乗りながらスマホを操作してい
て、事故を起こして 20 万円の罰金の例もある。 

時間を気に
せず使い続け
ることの健康
被害。 
約 52 万人

の中高生が病
的使用状況に
あると推定。 

なりすましなど、
相手が確認できな
い怖さ。 

誰に情報を
転載・悪用され
るか分からな
い怖さ。 

コンビニや飲食店などのアルバイト店員によるいたずら投稿事件では、「仲間だけで共
有している。」「自分たちの書き込みを勝手に覗きに来るな。」と、見る側が悪者であると
いう意識が働いていることがある。ネット上の書き込みは、みんなが見ることができる
ことを確認する事が大切。（通信型ゲーム機・携帯型音楽プレーヤーも同じ。） 

家で寝転ん
でいても、誰と
でもつながる
ことができる
ネット社会。 
保護者の目

の届かない部
分が多くなっ
てきている。 ネット社会

につながって
いる危険性は、
スマホと変わ
らない通信型
ゲーム機。

機能的にス
マホと遜色な
い携帯型音楽
プレーヤー。無
料通話アプリ
ができる機種
もある。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ インターネット依存症 （厚生労働省研究班調べ H25.8.1） 
① 病的使用状況にある中高生は約５１万８千人と推計  

今回の調査では、質問事項は 8 問あり、5 問以上該当すると病的使用であると定義している。 

１．インターネットに夢中になっていると感じるか。 

２．満足を得るために、ネットを使う時間を長くしていかなければならないと感じるか。 

３．使用時間を減らしたり、やめようとしたりしたが、うまくいかなかったことが度々あったか。

４．ネットの使用をやめようとした時、落ち込みやイライラなどを感じるか。 

５．意図したよりも、長時間オンラインの状態でいるか。 

６．ネットのため、大切な人間関係、学校、部活のことを危うくしたことがあったか。 

７．熱中しすぎていることを隠すため、家庭や家族にうそをついたことがあるか。 

８．嫌な気持ちや不安、落ち込みから逃げるためにネットを使うか。 

 

② 中高生の１日のネット平均利用時間 「５時間以上利用する割合」 

調査期間：H24.10～H25.3 

調査対象：全国の中学、高校計２６４校  

     中学生 約３万９千人 

 高校生 約６万２千人 

 

 簡単に操作できるため、気軽に、あるいは一時の感
情に流されて書き込んでしまうことがある。デジタル
データは伝えたい内容が伝わりにくいこともあり、ト
ラブルになりやすい。また、データ消去も難しい。

２ヶ月の使用で
４００万円の請
求の例も。 

 病的使用状
況にある中高
生は、全国で約
５２万人。 

国民生活センターに寄せられたオンライ
ンゲームの相談件数。 
2009 年 1437 件 → 2012 年 4057 件 

他人からは見られないはずの
グループチャットの書き込みを、
友達とのトラブルなどから公開
されるトラブルも起きている。 

 Ｈ２４年の
年間ウィルス
検出数は、約
25 万個。 

スマホの代
表的なＯＳ向
けの不正アプ
リはＨ２４年
１２月時点で
約３５万個。 

 「便利さ」と依存等の「危うさ」について家庭
でも話し合うことが大切です。使用時間・使用場
所を決めるなど、約束づくりがポイントです。 



資料２ 高額請求 （「インターネットトラブル事例集 Vol.4 総務省」より） 

親のカードを無断で使って有料アイテムを購入し、２ヶ月間の利用で、４００万円の請求の事例。 

 

資料３ スマートフォンの所持率 

（平成 24年度 青少年のインターネット利用環境実態調査（内閣府）調査結果速報 平成 25年 1月） 

 Ｈ２３ Ｈ２４ 

小学生 ０％ ７．６％

中学生 ５．４％ ２５．３％

高校生 ７．２％ ５５．９％

 

資料４ スマートフォンの不正アプリ急増（「インターネットトラブル事例集Vol.4 総務省」より）  

2011 年 12 月では約 1000 個だった代表的なＯＳ向け不正アプリが、2012 年 12 月時点で約 35

万個に増加。個人情報が流出し、不当な請求や迷惑メールが来ることもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．終わりに 

  安全に、そして安心してインターネットを利用できる児童生徒を育てることが大切です。そのため

に、正しい知識とネット社会を生きるための知恵を身に付けられるよう指導・啓発していきましょう。 


